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ひとり親（母子・父子）家庭の
JR通勤定期乗車券割引制度

　児童扶養手当受給者とその
同居者（同手当算定の対象者の
み）の方は、JRの通勤定期乗車
券に限り３割引きで購入でき
ます。この制度を利用する方
は、事前に市役所で手続きが
必要です。
▷受付時間＝平日の午前８時
3０分～午後５時15分　▷受付
場所＝こども家庭課
■問こども家庭課(☎231-1358)

　障害を理由とする差別をなくして
いくため、平成28年４月１日から
障害者差別解消法が施行されました。
　この法律では、行政機関などはもとより、個人事業者やNPOなど 
も含む民間事業者は、障害を理由として、正当な理由なくサービ
スの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりなどの不
当な差別扱いが禁止されています。障害のある方から何らかの配
慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範
囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行う
ことが求められます。各関係行政機関が適切に対応するための対
応指針を公表していますので、民間事業者の方は、確認してください。
▷対応指針に関する内閣府ホームページ＝http://www8.cao.
go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html
●相談窓口の設置
　障害を理由とする差別に関する相談窓口を設置していますので、
困ったときは、下関市基幹相談支援センター（☎231–1959　
235–3210）へ相談してください。
▷受付時間＝平日の午前８時30分～午後５時15分
■問障害者支援課（☎227–4199）

知っていますか？
「障害者差別解消法」

【５月開始分】いきいきふれあい教室（全12回程度）
会場 曜日・時間 申込先 申込期限

本庁西部地域包括支援センター 金曜日（毎週）
10：00～11：30

本庁西部地域包括支援センター
（☎250-8521）

４月28日（金）
彦島公民館 水曜日（隔週）

10：00～12：00
彦島地域包括支援センター

（☎266-6516）

長府公民館 水曜日（隔週）
10：00～11：30

長府地域包括支援センター
（☎227-3151）

王司公民館 火曜日（隔週）
14：00～15：30

東部地域包括支援センター
（☎249-2015）

川中豊町北町民館 水曜日（毎週）
9：30～11：00

川中地域包括支援センター
（☎252-6223） ４月20日（木）

はまゆう苑地域交流ホーム（横野町） 火曜日（毎週）
9：30～11：00

安岡・吉見地域包括支援センター
（☎249-5015） ４月25日（火）

※６月以降の開始分は、５月以降の市報で順次お知らせします

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287-

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782-

１
９
２
２
）

平
成
29
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
と 

学
生
納
付
特
例
の
申
請

　
４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
が
月
額

１
万
６
４
９
０
円
に

な
り
ま
す
。
納
付
が

困
難
な
学
生
に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
申
請
時
点
の
２
年
１
カ

月
前
ま
で
、
学
生
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
申
請
が
で
き
ま
す
。
平
成
28
年
度
に

承
認
さ
れ
て
継
続
の
申
請
は
が
き
が
届

い
た
方
は
、
記
入
し
て
返
送（
申
請
）し

て
く
だ
さ
い
。
※
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、

年
金
額
の
計
算
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん

が
、
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す

■問
下
関
年
金
事
務
所（
☎
2３8-

０
０
７
１
）、

市
保
険
年
金
課（
☎
2３１-
１
９
３
１
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
の 

届
け
出
は
14
日
以
内
に

●
国
保
に
加
入
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
他
の
市
町
村
か
ら
下
関
市
に
転
入
し

た
と
き　
▽
会
社
の
健
康
保
険
を
や
め

た
と
き
か
扶
養
を
は
ず
れ
た
と
き　
▽

４
月
１
日
か
ら
子
育
て
支
援
ア
プ
リ
を 

公
開
し
ま
す
！

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
の
子
育
て
支
援

ア
プ
リ
で
す
。
子
育
て
イ
ベ
ン
ト
の
お

知
ら
せ
、
開
催
場
所
の
Ｍ
Ａ
Ｐ
表
示
、

オ
ス
ス
メ
レ
シ
ピ
な
ど
、
便
利
で
楽
し

い
機
能
を
搭
載
し
て
い
ま
す
。
※「
下
関

子
育
て
支
援
ア
プ
リ
」で
検
索

▽
対
応
Ｏ
Ｓ（a

ア
ン
ド
ロ
イ
ド

ndroid5.0

～7.0

、i ア
イ
オ
ー
エ
ス

O
S 

8.0

～10.0

）で
、G

グ
ー
グ
ル
プ
レ
イ

ooglePlay

かA

ア
ッ
プ

pp 
S

ス
ト
ア

tore

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■問
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
2３１-

１
３
５
３
）

福
祉・医
療

介
護
予
防
教
室

　
い
つ
ま
で
も
い
き
い
き
と
し
た
生
活

が
送
れ
る
よ
う
介
護
予
防
を
目
的
と
し

た
体
操
や
運
動
を
行
い
ま
す
。
※
１
人

１
教
室
ま
で

■対
市
内
在
住
の
6５
歳
以
上
で
医
師
な
ど

か
ら
運
動
を
制
限
さ
れ
て
い
な
い
方　

■内
左
表
の
通
り

■問
長
寿
支
援
課（
☎
2３１-

１
３
４
０
）

国
保
加
入
者
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と

き　
※
届
け
出
が
遅
れ
る
と
医
療
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
り
、
保
険
料
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

●
国
保
を
脱
退
す
る
の
は
ど
ん
な
と
き
？

▽
下
関
市
か
ら
他
の
市
町
村
に
転
出
し

た
と
き　
▽
会
社
の
健

康
保
険
に
加
入
し
た
と

き
か
、
扶
養
に
な
っ
た

と
き　
▽
国
保
加
入
者

が
死
亡
し
た
と
き　
※

届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
脱
退
の
手
続
き

を
行
う
ま
で
保
険
料
の
請
求
が
続
き
ま

す
。
そ
の
ま
ま
国
保
の
保
険
証
で
病
院

に
か
か
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た
医
療

費
を
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す　
※
7５
歳
到
達
に
よ
り
国
保
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
に
移
行
す
る
方
は
、
国

保
脱
退
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す

る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
27
年
５

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護
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生活・福祉の総合相談窓口
「どうしよう」を抱え
込まずにまず相談！

■問下関市社会福祉協議会
【本所】
貴船町三丁目４番１号（☎232–2003）

【菊川支所】
菊川町下岡枝188番地（☎287–0126）

【豊田支所】
豊田町矢田194番地（☎766–0641）

【豊浦支所】
豊浦町川棚4892番地１（☎774–1122）

【豊北支所】
豊北町滝部3140番地１（☎782–1745）

　あなたの悩み、困りごとの解決を支援します。
家族やまわりの方からも相談できます。
≪相談無料、秘密厳守≫

〔お知らせ〕
心配ごと相談は３月末で終了しました。引き続
き生活の悩みごとは、社会福祉協議会の総合
相談窓口で相談できます。

■日平日午前９時～午後５時（土・日曜日、祝
日、年末年始除く）

行政相談・人権相談・年金相談（４月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
　【詳細】山口行政評価事務所　（☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
　いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
　【詳細】山口地方法務局　下関支局　（☎234-4000）
・年金相談…年金に関すること
　【詳細】山口県社会保険労務士会　下関支部
　　　　　　　　　　　　　 （☎083-923-1720）
■問 市民文化課（☎231-1830）
内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

10 月 10：00～12：00 菊川町総合福祉会館
12 水

13：00～16：00
市役所本庁舎新館５階

13 木 長府公民館
18 火

10：00～12：00
豊浦総合支所

20 木 豊北保健センター
21 金 13：00～16：00 川中公民館
28 金 10：00～12：00 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
6 木

10：00～12：00

彦島公民館
川中公民館

10 月 菊川町総合福祉会館
20 木 豊北保健センター

年金相談 12 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
2３１-

３
１
８
４
）

ご
存
知
で
す
か
国
保
の
人
間
ド
ッ
ク

■対
国
民
健
康
保
険

加
入
者
で
３５
歳
以

上
の
方　
■所
①
＝
市
立
市
民
病
院
、
市

立
豊
田
中
央
病
院
、
済
生
会
豊
浦
病
院
、

下
関
医
療
セ
ン
タ
ー
、
済
生
会
下
関
総

合
病
院
、
関
門
医
療
セ
ン
タ
ー
、
山
口

総
合
健
診
セ
ン
タ
ー（
山
口
市
）　
②
＝

市
立
市
民
病
院
、
下
関
医
療
セ
ン
タ
ー

※
同
年
度
内
に
特
定
健
診
と
人
間
ド
ッ

ク
両
方
の
受
診
不
可　
■料
本
人
負
担
額

①
標
準
コ
ー
ス
＝
１
万
１
６
６
０
円　

②
脳
ド
ッ
ク
付
コ
ー
ス
＝
１
万
９
７
６

０
円　
■持
国
民
健
康
保
険
証　
■申
保
険

年
金
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
、

本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食
事
代
等

減
額
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時

の
食
事
代
が
安
く
な
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
申
請
月
以
前
の
入
院
や
申
請
月
内

で
も
す
で
に
退
院
さ
れ
た
場
合
に
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
請
を
。

■内
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
～
平
成

2９
年
７
月
３１
日　
■持
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
、
印
鑑
、
年
金
証
書（
老
齢

福
祉
年
金
受
給
者
の
み
）、
過
去
１
年
間

の
入
院
領
収
書
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
か

通
知
カ
ー
ド　
■申
保
険
年
金
課
、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-
１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

は
り
・
き
ゅ
う
の
施
術
補
助
に
は 

利
用
者
証
が
必
要
で
す

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
、
は

り
・
き
ゅ
う
の
施
術
補
助
を
受
け
る
と

き
は「
は
り
き
ゅ
う
事
業
利
用
者
証
」が

必
要
で
す
。
４
月
１
日
以
降
に
利
用
す

る
場
合
は
、
新
し
い
利
用
者
証
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■持
国
民
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、
前
年
度

利
用
者
証　
■申
保
険
年
金
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
４
月
2１
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
４
月
３
日
～
2１
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
766-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
※
祝
日
休
み　
■定
１2
人（
相
談
日
の

１
週
間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
９
時
～
午
後
４
時
に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
2３１-

３
７
３
０
）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
４
月
７
日（
金
）午

前
９
時
１５
分
～
午
後

２
時
４５
分　
■所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ　
■内

相
続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予

約
不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書

士
会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
282-

０
１
６
０
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
2３１-

２
０
５
４
）

お
知
ら
せ

浄
化
槽
設
置
費
用（
工
事
費
の
一
部
）

を
補
助
し
ま
す

■対
み
な
し
浄
化
槽
、
汲
み
取
り
便
槽
か

ら
転
換
し
て
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人

※
新
築
な
ど
に
伴
う
工
事
は
補
助
対
象

外　
■内
▽
対
象
区
域
＝
公
共
下
水
道
の

整
備（
予
定
）区
域
、
漁
業
・
農
業
集
落

排
水
施
設
に
よ
る
処
理（
予
定
）区
域
を

除
く
全
市　
▽
対
象
建
物
＝
専
用
住
宅

な
ど　
▽
対
象
規
格
＝
１０
人
槽
以
下
の

浄
化
槽　
■料
補
助
金
額　
①
通
常
の
浄

化
槽　
▽
５
人
槽
＝
３３
万
２
０
０
０
円

▽
７
人
槽
＝
４１
万
４
０
０
０
円　
▽
１０

人
槽
＝
５４
万
８
０
０
０
円　
②
高
度
処

理
型
の
浄
化
槽　
▽
５
人
槽
＝
４４
万
４

０
０
０
円　
▽
７
人
槽
＝
４8
万
６
０
０

０
円　
▽
１０
人
槽
＝
５7
万
６
０
０
０
円

※
み
な
し（
単
独
処
理
）浄
化
槽
の
撤
去

を
伴
う
場
合
は
、
前
記
の
金
額
に
９
万

円
を
上
限
と
し
て
加
算

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
2５2-

０
９
７
８
）

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

■期
４
月
６
日
～
１５
日

■内
運
動
の
重
点
目
標

▽
子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止　

▽
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進（
特
に
自

転
車
安
全
利
用
五
則
の
周
知
徹
底
）　
▽

後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席
の
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底　
▽
飲
酒
運
転
の
根

絶　
▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
の
推
進　
▽

反
射
材
・
ハ
イ
ビ
ー
ム
の
活
用
促
進

■問
防
災
安
全
課（
☎
2３１-

９
３
３
３
）


